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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の通信網を介して顧客と通信を行なうとともに、前記通信網を介して集客広告を行
ない、申込みがあった場合には車両の配車が可能かどうかの判断を行ない、配車が可能で
あれば前記申込みをした顧客に対して料金の提示を行ない、顧客がこの引受条件を受諾す
ると該顧客との間で運送契約を成立させ、しかも該契約の内容を記憶手段に記憶しておき
、さらに作業終了時に作業内容に関する情報を受信して日報を作成して記憶手段に蓄積し
ておく事務所コンピュータと、
　前記事務所コンピュータを設置した事務所の管理支配下にありかつ実際に荷物を運搬す
る車両に搭載されており、出発時に前記事務所コンピュータからのその日の複数の作業内
容に関する情報をまとめて取得して記憶手段に記憶し、前記複数の作業内容について、１
つの作業の終了毎に料金の計算を行なうとともに、加算条件があったら料金の加算を行な
い、領収書を発行し、さらに前記複数の作業内容について、その日の全作業が終了したら
日報を作成するのに必要な前記複数の作業内容に関する情報を前記事務所コンピュータに
まとめて転送する車載コンピュータと、
　前記車載コンピュータを搭載する車両に搭載され、ＧＰＳ衛星からの電波を受信して車
両の現在位置に関する情報を取得するとともに、記憶手段に記憶されている地図データに
よって表示手段上に地図表示を行ない、さらに事務所コンピュータから転送された作業内
容に関する情報を取得して表示画面上で目的地への経路案内を行ない、車両からの信号に
基づいて走行距離を計算するのに必要な情報を前記車載コンピュータに転送するナビゲー
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ション装置と、
　を備え、前記車載コンピュータは出発時にその日の複数の作業内容に関する情報を前記
事務所コンピュータから受信し、１つの作業の終了毎に順次料金の計算を行なうとともに
、前記車載コンピュータの記憶手段に予め基準時間と基準距離とがそれぞれ設定され、運
送作業の開始から終了までの時間が前記基準時間を超えると、または走行距離が前記基準
距離を超えると、所定時間毎または所定距離毎にそれぞれ料金の加算がなされ、全作業を
終了した後にそれぞれの作業についての作業開始位置、作業終了位置の情報、作業時間に
ついての情報、料金についての情報が前記車載コンピュータから前記事務所コンピュータ
に転送されるとともに、この転送がすべての作業について繰返されることにより全作業に
関する情報を前記事務所コンピュータにまとめて送信して該事務所コンピュータにより日
報の作成が行なわれることを特徴とする運送業務支援システム。
【請求項２】
　前記車載コンピュータによる料金の計算が走行距離に基づいて行なわれるとともに、該
走行距離に関する情報が前記ナビゲーション装置によって取得され、前記車載コンピュー
タに転送されて料金の計算が行なわれることを特徴とする請求項１に記載の運送業務支援
システム。
【請求項３】
　前記ナビゲーション装置は地図データを備えている地図データベースとともに、地図上
における特徴となる建造物等の特徴データベースを備え、表示装置は地図上に特徴を重畳
表示することを特徴とする請求項１に記載の運送業務支援システム。
【請求項４】
　前記車載コンピュータの表示画面上において作業終了の釦表示がタッチされると、該車
載コンピュータが１つの作業が終了したものとして料金の計算を行なうことを特徴とする
請求項１に記載の運送業務支援システム。
【請求項５】
　前記事務所コンピュータと前記車載コンピュータとの間で近距離無線通信手段によって
情報の転送伝達が行われることを特徴とする請求項１に記載の運送業務支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は運送業務支援システムに係り、とくに運送業務に関する契約、料金の計算、領
収書の発行、日報の作成等を自動的に行なうようにした運送業務支援システムであって、
小口の運送に用いて好適な運送業務支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小型トラックによって、比較的小さな荷物を運搬する場合においては、運送の際におけ
る種々の事務処理あるいは情報処理が極めて煩雑になる問題がある。例えば宅配便等の場
合には、配送する荷物、その時刻、および配送先等に関する情報を克明に記録しなければ
ならない。また配送の際に、その都度料金を徴収する場合には、料金の計算や、あるいは
また領収書の発行等の業務が煩雑になる。
【０００３】
　特開２００５－３５２５９９号公報には、物流拠点に設置され、荷物の届け先に関する
情報と保持されている届け先への配送順序に関する情報とに基づいて実際の配送順に関す
る情報を作成するセンタ管理システムと、センタ管理システムとメモリカードを介して情
報の受渡しが可能で、予め保持された地図上の位置情報において、道路上の所定の地点を
ノードとしてリンクされる道順の最短距離を示した道路情報に基づいて、２地点間の最適
ルートを検索して結果を表示するとともに、位置情報に対応した地点における実際の運転
状態を検出して出力する車載ナビゲーションシステムと、を含んで構成される配送業務支
援システムにおいて、車載ナビゲーションシステムから出力された情報と、予め記憶され
た基準となる基準位置情報とに基づいて基準外運転情報を作成するようにした配送業務支
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援システムが開示されている。
【０００４】
　このようなシステムを利用すると、車載ナビゲーションシステムを利用して合理的な配
送順序で宅配荷物等を配送することが可能になる。ところがこの支援システムは、個々の
配送毎に料金を徴収するシステムではなく、このために料金計算や領収書の発行等を行な
うことができない。またこのようなシステムは、比較的小口の引越し等の運送業務に対応
することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３５２５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明の課題は、経路案内と料金の計算と領収書の発行とを自動的に行ない得るよう
にした運送業務支援システムを提供することである。
【０００７】
　本願発明の別の課題は、運送契約を自動的に成立させるとともに、その契約に従って運
送業務を行ない得るようにした運送業務支援システムを提供することである。
【０００８】
　本願発明のさらに別の課題は、その日に行なった運送業務に関する日報を全作業が終了
した後に自動的に作成できるようにした運送業務支援システムを提供することである。
【０００９】
　本願発明のさらに別の課題は、タクシーの機能を運送業務に組込んだ運送業務支援シス
テムを提供することである。
【００１０】
　本願発明の上記の課題および別の課題は、以下に述べる本願発明の技術的思想、および
その実施の形態によって明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　本願の主要な発明は、外部の通信網を介して顧客と通信を行なうとともに、前記通信
網を介して集客広告を行ない、申込みがあった場合には車両の配車が可能かどうかの判断
を行ない、配車が可能であれば前記申込みをした顧客に対して料金の提示を行ない、顧客
がこの引受条件を受諾すると該顧客との間で運送契約を成立させ、しかも該契約の内容を
記憶手段に記憶しておき、さらに作業終了時に作業内容に関する情報を受信して日報を作
成して記憶手段に蓄積しておく事務所コンピュータと、
　前記事務所コンピュータを設置した事務所の管理支配下にありかつ実際に荷物を運搬す
る車両に搭載されており、出発時に前記事務所コンピュータからのその日の複数の作業内
容に関する情報をまとめて取得して記憶手段に記憶し、前記複数の作業内容について、１
つの作業の終了毎に料金の計算を行なうとともに、加算条件があったら料金の加算を行な
い、領収書を発行し、さらに前記複数の作業内容について、その日の全作業が終了したら
日報を作成するのに必要な前記複数の作業内容に関する情報を前記事務所コンピュータに
まとめて転送する車載コンピュータと、
　前記車載コンピュータを搭載する車両に搭載され、ＧＰＳ衛星からの電波を受信して車
両の現在位置に関する情報を取得するとともに、記憶手段に記憶されている地図データに
よって表示手段上に地図表示を行ない、さらに事務所コンピュータから転送された作業内
容に関する情報を取得して表示画面上で目的地への経路案内を行ない、車両からの信号に
基づいて走行距離を計算するのに必要な情報を前記車載コンピュータに転送するナビゲー
ション装置と、
　を備え、前記車載コンピュータは出発時にその日の複数の作業内容に関する情報を前記
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事務所コンピュータから受信し、１つの作業の終了毎に順次料金の計算を行なうとともに
、前記車載コンピュータの記憶手段に予め基準時間と基準距離とがそれぞれ設定され、運
送作業の開始から終了までの時間が前記基準時間を超えると、または走行距離が前記基準
距離を超えると、所定時間毎または所定距離毎にそれぞれ料金の加算がなされ、全作業を
終了した後にそれぞれの作業についての作業開始位置、作業終了位置の情報、作業時間に
ついての情報、料金についての情報が前記車載コンピュータから前記事務所コンピュータ
に転送されるとともに、この転送がすべての作業について繰返されることにより全作業に
関する情報を前記事務所コンピュータにまとめて送信して該事務所コンピュータにより日
報の作成が行なわれることを特徴とする運送業務支援システムに関するものである。
【００１２】
　ここで、前記車載コンピュータによる料金の計算が走行距離に基づいて行なわれるとと
もに、該走行距離に関する情報が前記ナビゲーション装置によって取得され、前記車載コ
ンピュータに転送されて料金の計算が行なわれてよい。また前記ナビゲーション装置は地
図データを備えている地図データベースとともに、地図上における特徴となる建造物等の
特徴データベースを備え、表示装置は地図上に特徴を重畳表示してよい。また前記車載コ
ンピュータの表示画面上において作業終了の釦表示がタッチされると、該車載コンピュー
タが１つの作業が終了したものとして料金の計算を行なうようにしてよい。また前記事務
所コンピュータと前記車載コンピュータとの間で近距離無線通信手段によって情報の転送
伝達が行
われてよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本願の主要な発明は、外部の通信網を介して顧客と通信を行なうとともに、申込みをし
た顧客に対して料金の提示を行ない、顧客との間で運送契約を成立させ、しかも該契約の
内容を記憶手段に記憶しておき、さらに作業終了時に作業内容に関する情報を受信して日
報を作成して記憶手段に蓄積しておく事務所コンピュータと、
　前記事務所コンピュータを設置した事務所の管理支配下にありかつ実際に荷物を運搬す
る車両に搭載されており、出発時に前記事務所コンピュータからのその日の作業内容に関
する情報を取得して記憶手段に記憶し、１つの作業の終了毎に料金の計算を行なうととも
に、領収書を発行し、さらにその日の全作業が終了したら日報を作成するのに必要な情報
を前記事務所コンピュータに転送する車載コンピュータと、
　前記車載コンピュータを搭載する車両に搭載され、ＧＰＳ衛星からの電波を受信して車
両の現在位置に関する情報を取得するとともに、記憶手段に記憶されている地図データに
よって表示手段上に地図表示を行ない、さらに事務所コンピュータから転送された作業内
容に関する情報を取得して目的地への経路案内を行ない、車両からの信号に基づいて走行
距離を計算するのに必要な情報を前記車載コンピュータに転送するナビゲーション装置と
、
　を備え、前記車載コンピュータは出発時にその日の作業内容に関する情報を前記事務所
コンピュータから受信して、該作業内容毎に順次料金の計算を行なうとともに、全作業を
終了した後に全作業に関する情報を前記事務所コンピュータに送信して該事務所コンピュ
ータにより日報の作成が行なわれるようにしたものである。
【００１４】
　従ってこのような運送業務支援システムによると、車載コンピュータは、作業の開始時
に事務所を出発する際に事務所コンピュータからその日の作業内容に関する情報を受信し
て車載コンピュータの記憶手段に書込むことになる。従ってこのような作業内容に関する
情報を基に、車載コンピュータを搭載した車両によって順次運送作業が行なわれる。そし
て各運送作業毎に料金の計算が行なわれるとともに、このときに併せて領収書の発行が自
動的に行なわれる。そしてその日の全作業を終了した後に、全作業に関する情報が事務所
コンピュータに送信されるために、事務所コンピュータは上記車載コンピュータからの情
報に基づいて自動的に日報の作成を行なうことが可能になる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】運送業務支援システムを搭載した車両のダッシュパネルの部分の要部斜視図であ
る。
【図２】同ダッシュパネルの部分の正面図である。
【図３】業務支援システムのシステム構成を示すブロック図である。
【図４】運送契約を成立させる動作を示すフローチャートである。
【図５】車載コンピュータによるメインの動作を示すフローチャートである。
【図６】カーナビゲーションシステムによる地図の表示動作を示すフローチャートである
。
【図７】料金の計算の動作を示すフローチャートである。
【図８】料金の計算における時間超過の加算と、距離超過の加算の動作を示すフローチャ
ートである。
【図９】日報の作成の動作を示すフローチャートである。
【図１０】車載コンピュータの表示画面を示す正面図である。
【図１１】車載コンピュータの別の表示画面の正面図である。
【図１２】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１３】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１４】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１５】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１６】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１７】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１８】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【図１９】車載コンピュータのさらに別の表示画面の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下本願発明を図示の一実施の形態によって説明する。
【００１７】
　本願発明は、例えば２トン車等の小型トラックであって、キャブの後ろに荷箱を備える
トラックによって、単身者の引越しや、事務所の一部の移転、あるいは学校のクラブ活動
の大会のための楽器、用具等運送等に利用することができる手軽なしかも比較的短距離の
運送業務に関するものである。この運送業務は、運送距離が短いこと、運送時間が比較的
短く、例えば３時間以内で全作業を終了すること、１台のトラックが１日に数便の運送業
務を行なうこと、等を特徴とするものであって、従来のトラックによる運送業務とタクシ
ーによる輸送業務の中間的な運送のための運送業務支援システムに関する。またこのシス
テムは、運送の依頼者を助手席に搭乗させるようにしている。しかもここでは、とくに輸
送する荷物の積卸しの作業が、搭乗した運送の依頼主によって主として行なわれ、車両を
運転する運転手は、荷物の積卸しの補助を行なうに過ぎない。
【００１８】
　図１および図２は、このような運送業務に用いられる小型トラックのダッシュパネル１
０の部分を示しており、このダッシュパネル１０上に運送業務支援システムが組込まれる
。ダッシュパネル１０は運転席から助手席の前方に及ぶように比較的大きな合成樹脂の成
形体から構成されており、その右側の部分にインストルメントパネル１１が組込まれる。
インストルメントパネル１１は、走行速度を表示する速度計１２と、エンジンの回転数を
表示する回転計１３とを備えている。上記インストルメントパネル１１の左側であって運
転席と助手席の中間位置と対応する部分に、カーオーディオ装置１４のパネルが組込まれ
ている。また上記カーオーディオ装置１４の上部には、エアコンの吹出口１５が設けられ
ており、ここから加温された空気あるいは冷却された空気が吹出し、車室内の空調が行な
われる。
【００１９】
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　上記吹出口１５の上部であってインストルメントパネル１１の斜め上方には、小型の表
示パネル１８が配されている。表示パネル１８は例えば液晶表示パネルから構成されてお
り、カーナビゲーションの地図表示を行なうための表示パネルを構成している。また上記
吹出口１５の左側であってダッシュパネル１０の凹部２２の内側には、表示パネル１９と
プリンタ２０とが配されている。表示パネル１９は車載パソコンの表示パネルを構成して
いる。またプリンタ２０は、領収書発行用のプリンタであって、上記車載パソコンの出力
部になっている。また上記表示パネル１９とプリンタ２０とを備える凹部２２の側部には
、円形の吹出口２１が設けられており、ここでも加温された空気あるいは冷却された空気
が吹出すようになっており、空調装置の一部を構成している。
【００２０】
　次に運送業務支援システムのシステム構成を図３によって説明する。この支援システム
は、事務所パソコン２７と、車載パソコン４５と、そしてカーナビゲーション装置６２と
を備えている。ここで事務所パソコン２７はこの運送業務を行なう車両を支配下に置く運
送会社の事務所に設置されるものである。これに対して車載パソコン４５とカーナビゲー
ション装置６２は、それぞれの車両に搭載されるものである。
【００２１】
　まず事務所パソコン２７の構成について説明する。このパソコン２７は演算処理を行な
うＣＰＵ２８と、演算プログラムを予め書込んであるＲＯＭ２９と、ＣＰＵ２８が実行す
るプログラムやデータ等を適宜記憶させるＲＡＭ３０とを備えている。そしてＣＰＵ２８
、ＲＯＭ２９、ＲＡＭ３０は互いにバス３２によって接続される。
【００２２】
　上記バス３２を介してＣＰＵ２８は入出力インターフェース３３に接続される。入出力
インターフェース３３には、キーボード、マウス、マイクロホン等から成る入力部３４、
ディスプレイ、スピーカ等から成る出力部３５が接続されている。また入出力インターフ
ェース３３には、記憶部３６が接続される。記憶部３６は、例えばハードディスクから成
り、ＣＰＵ２８が実行するプログラムや各種のデータを記憶している。また入出力インタ
ーフェース３３に接続される通信部３７は、外部の通信ネットワーク３８や、ローカルエ
リアネットワーク等のネットワークを介して外部の装置と通信するようになっている。入
出力インターフェース３３に接続されているドライブ３９は、磁気ディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、あるいは半導体メモリ等のリムーバルディスク４０が装着されたとき
に、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータ等を取得する。また取得
されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部３６に転送され、記憶される。
【００２３】
　上述の一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアによって実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムは、専用のハードウエアに組込まれているコンピ
ュータ、または各種のプログラムをインストールすることによって、各種の機能を実行す
ることが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータ等に、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【００２４】
　ここで事務所パソコン２７にインストールされ、このパソコン２７によって実行可能な
状態とされるプログラムを格納するプログラム記録媒体は、磁気ディスク、光ディスク、
若しくは半導体メモリ等より成るパッケージメディアであるリムーバブルディスク４０、
またはプログラムが一時的若しくは永続的に格納されるＲＯＭ２９や、記憶部３６を構成
するハードディスク等から構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必
要に応じてルータ、モデム等のインターフェースである通信部３７を介して、ローカルエ
リアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信
媒体を利用して行なわれる。
【００２５】
　なお本実施の形態であって、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するス
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テップは、記載された順序に従って時系列的に行なわれる処理は勿論、必ずしも時系列的
に処理されなくても、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００２６】
　次に実際に運送業務を行なう小型トラックに組込まれる車載パソコン４５について説明
する。車載パソコン４５は基本的に、事務所パソコン２７とほぼ同一な構成になっており
、ＣＰＵ４６、ＲＯＭ４７、ＲＡＭ４８等を備え、これらが互いにバス５０を通してデー
タのやり取りを行なう。そしてバス５０を介してＣＰＵ４６は入出力インターフェース５
１に接続される。そして入出力インターフェース５１には入力部５２、出力部５３、記憶
部５４、通信部５５、ドライブ５６がそれぞれ接続される。入力部５２は、表示部の上に
重ねて配されるタッチパネル、マウス、あるいは小型のキーボード等から構成されてよい
。また出力部５３は、ディスプレイから構成される。また入出力インターフェース５１に
、上述の領収書発行用の車載プリンタ２０が別の出力部として接続される。記憶部５４は
、例えば大容量半導体メモリであるＳＳＤから構成されてよく、これによって振動等に強
い構成となる。またドライブ５６は、ここでは半導体メモリから成るリムーバブルメディ
ア５７を装着するドライブによって構成される。
【００２７】
　またこの運送業務支援システムは、カーナビゲーション装置６２を備えている。カーナ
ビゲーション装置６２は、注目点取得部６３、方位取得部６４、表示領域算出部６５、地
図データ検索部６６、地図データベース６７、表示データ読み込み部６８、特徴データデ
ータベース６９、表示部１８を備えている。
【００２８】
　注目点取得部６３は、ＧＰＳ衛星７１から送信されてくる信号電波を受信し、所定の演
算方法によって、車両の現在位置を求め、表示地図を生成する地図的な範囲である描画領
域を定める基準となる注目点として、表示領域算出部６５に供給する。なお注目点取得部
６３は、例えば周期的に、あるいは車両が交差点に差しかかった場合に、注目点を取得す
る。また注目点取得部６３として、ユーザが、図示せぬタブレット等の操作部から入力す
る地図上の位置を、注目点として取得することもできる。
【００２９】
　方位取得部６４は、例えば、車両の向きを特定する地磁気センサやジャイロスコープを
利用して、車両の向いている方位を算出する。さらに方位取得部６４は、車両のトランス
ミッションの部分の車速パルス発生部７２からのパルスを受信する。そして方位取得部６
４は、車載コンピュータ４５の通信部５５を経由して、目的地情報を取得するとともに、
その出力信号を表示領域算出部６５に供給する。なお方位取得部６４では、ユーザが、図
示せぬタブレット等の操作部から、方位を表すデータを入力するように供給される方位を
取得してもよい。
【００３０】
　表示領域作成部は、注目点取得部６３から供給される注目点と、方位取得部６４から供
給される方位と車載コンピュータ４５から供給される目的地情報とに基づいて、表示地図
の地理的な範囲である描画領域を算出し、地図データ検索部６６に供給する。地図データ
データベースには、地図を作成するための地図データが記録されている。表示データ読込
み部６８は、地図データ検索部６６から供給される対象データに基づき、地図を生成する
ための描画に必要な描画データを地図データデータベース６７から読込む。さらに表示デ
ータ読込み部６８は、特徴データに基づいて描画を行なうことによって、注目点取得部６
３で得られた注目点を中心とする地図上において特徴とする建造物等のシンボルマークを
重畳し、これを表示部１８に表示させる。なお表示部１８は、例えば液晶表示パネル等か
ら構成されており、表示データ読込み部６８から供給される地図を表示することになる。
【００３１】
　次に以上のような構成に係る運送業務支援システムを利用した小口の運送業務の概要を
説明する。運送業務の集客はインターネットによって行なうようにし、申込みを受けた後
に業者間で予定を組んで運送業務の配分を行なう。インターネットによる集客の際にはま
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ず料金の概算額を提示し、この提示を申込み者に対してインターネットで回答するととも
に、申込みの確認を受けて契約を成立させる。
【００３２】
　次に実際の運送業務は、その契約時に運転手がトラックを運転して申込み者のところに
行き、申込み者と会ってシステムの運用の開始を行ない、この後荷物を積込む。なお荷物
の積込みは原則として輸送の申込み者が行ない、運転手は補助的にこの積込み業務を手伝
うことになる。そして荷物を積込んだ後に、カーナビゲーション装置の経路案内に従って
車両が荷物の積込み地点から荷物の荷卸し地点まで移動する。そして目的とする地点に到
着した後に、荷物を卸す。荷物を卸す作業は原則として申込み者が行ない、運転手は手伝
うだけである。
【００３３】
　ここで用いられる車両は、荷箱が付いた２トン車程度の小型トラックであって、このよ
うな小型トラックに１名の運転手が搭乗する。そしてＡ地点からＢ地点への移動の際には
、その間依頼主である申込み人がこのトラックに同乗する。なお申込み人が同乗しても、
その料金を徴収することがなく、あくまでも荷物の運送によって発生する料金を申込み者
が運送会社に支払うことになる。
【００３４】
　次に図３に示すシステムによる運送契約について図４により説明する。この運送契約は
、事務所パソコン２７の通信部３７によって外部のインターネット等の通信ネットワーク
３８を介して行なうものであって、図４に示すように、インターネットのホームページ上
に集客広告を行なう（Ｓ１１）。申込みがあった場合には（Ｓ１２）、事務所ＰＣに申込
みの送信が行なわれる（Ｓ１３）。そして事務所パソコン２７は、申込みが受注可能かど
うか、すなわち車両の配車が可能かどうかの判断を行ない（Ｓ１４）、可能であれば料金
の計算を行なう（Ｓ１５）。そして引受け条件を事務所パソコン２７からインターネット
３８を通して申込み者に回答する（Ｓ１６）。ここで相手方がこの引受け条件を受諾する
と、契約が成立する（Ｓ１７）。そして契約が成立した場合には事務所パソコン２７にそ
のことが登録される（Ｓ１８）。従って、事務所パソコン２７の記憶部３６を構成するハ
ードディスクの中に、成立した運送業務契約が逐次蓄積されることになる。
【００３５】
　次に実際の運送業務を実行する車両に搭載されている車載パソコン４５のメインの動作
を図５によって説明する。事務所パソコン２７が設置されている事務所駐車場を発進する
前に、作業開始のために車載パソコン４５のスイッチを投入する（Ｓ２２）。すると図１
０に示す画面が車載パソコン４５の出力部５３のディスプレイに表示される。この後に、
車載パソコン４５の初期画面の選択を行ない（Ｓ２３）、図１１のスタート画面において
データ受信８０の釦を押す（Ｓ２４）。すると事務所パソコン２７から車載パソコン４５
に、例えばｂｌｕｅ　ｔｏｏｔｈ等の近距離無線通信手段によって、その日の作業に関す
るデータが送信され、車載パソコン４５の記憶部５４に記憶される。なお情報の授受は、
ｂｌｕｅ　ｔｏｏｔｈに代えて半導体メモリカードで行なってもよい。そしてこの後に、
図１１に示すスタート画面のカーナビと同期する釦８２を押す（Ｓ２５）。これによって
車載パソコン４５はカーナビゲーション装置６２と、車載パソコン４５の通信部５５を介
して通信動作を行ない、互いにデータの授受を行ない得る状態になり、車載パソコン４５
はカーナビゲーション装置６２から距離および時間に関する情報を取得する。そしてこの
後に、図１２に示すスタート画面の出発釦８３を押して車載パソコン４５からカーナビゲ
ーション装置６２にデータを送信して、積荷地点への走行を開始する（Ｓ２６）。すなわ
ちここで、運送業務を行なう車両がカーナビゲーション装置６２の経路案内に従って事務
所パソコン２７が設置されている事務所の駐車場から、最初の地点Ａへの移動のための走
行を開始する（Ｓ２７）。この動作がうまくいかなかったら、戻る釦８４をタッチして始
めからやり直す。
【００３６】
　積荷地点である到達地点に到達したならば、図１３に示す画面上で作業開始釦８５を押
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して（Ｓ２８）、荷物の積込み作業を開始する（Ｓ２９）。このときに、Ａ地点で待機し
ている申込み人が主として積込み作業を行なうとともに、運転手がこれを補助する。そし
て積込みを終了したら、図１３の積込終了・移動釦８６を押し、この後に再びカーナビゲ
ーション装置６２の経路案内に従って、卸し地点であるＢ地点へ移動する（Ｓ３０）。そ
してＢ地点へ到着したならば、図１３の画面の到着・荷卸し開始釦８７を押す（Ｓ３１）
。なお途中で休憩を取る場合には休憩釦８８を押す。なおＡ地点とＢ地点との間を複数回
往復する反復輸送の場合には、スタート地点に戻ったときに図１３の戻る釦８９を押す。
【００３７】
　Ｂ地点での荷卸し作業を終了した後に、図１４の画面における清算釦９０を押すことに
よって、清算が行なわれる（Ｓ３２）。さらに図１５に示す画面上でお預かり釦９３を押
し、これによって料金の清算を行なう（Ｓ３３）。また輸送の途中の高速道路でＥＴＣ割
引を受けたら、図１５のＥＴＣ釦９４を押す。目的地に到着して荷物を卸し、作業を終了
したら図１６の清算画面に移行し、この画面で空車釦９６を押す。なお料金の清算の詳細
は、後述する。なお輸送作業の途中、あるいはある輸送作業から次の輸送作業へ移行する
時に休憩をとる場合は、図１７の休憩釦９８をタッチし、休憩終了時に図１８の休憩終了
釦１００をタッチする。
【００３８】
　荷卸しを終わった後に図１６に示す清算画面の空車釦９６を押し（Ｓ３４）、この後図
１７の次へ釦９７を押す（Ｓ３５）。これによって次の作業のための指示に関する情報を
車載パソコン４５の出力部５３の表示パネルに表示し、次の作業に関する情報に基づいた
カーナビゲーション装置６２による経路案内に従って、次の運送作業のための積込み地点
へ移動する（Ｓ３８）。そして次の積込み地点へ到着した後に、再び図５に示すステップ
Ｓ２８～Ｓ３４までの動作を繰返しながら、２回目の運送業務を行なう。このような業務
を、この車載パソコン４５が搭載されている車両がその日にやらなければならない運送業
務の回数分繰返す。そして総ての運送業務が終わった後に、図１７に示す画面において、
帰路釦９９を押し、この後必要であれば、給油を行ない（Ｓ３９）、帰庫する（Ｓ４０）
。そしてこの後に、燃料の補充量をこの車載パソコン４５に入力する（Ｓ４１）。そして
この後に、図１９に示す終了画面における本日の作業終了釦１０２を押す（Ｓ４２）。す
ると車載パソコン４５は図５のステップ２３に戻る。ここでこの車載パソコン４５の表示
画面は図１１の状態になる。従ってここでデータ送信釦８１を押す。するとその日に行な
った総ての運送業務に関する積込み地点、荷卸し地点、作業開始時間、作業終了時間、走
行距離、料金等に関するデータが車載パソコン４５から事務所パソコン２７に送信され、
事務所パソコン２７はそのＣＰＵ２８によって、ＲＯＭ２９に書込まれているプログラム
に従って日報の作成と入金伝票の作成とを行なう。
【００３９】
　次に車載パソコン４５と信号の授受を行なうカーナビゲーション装置６２について図６
により説明する。カーナビゲーション装置６２は、ＧＰＳ衛星７１からの電波を受信し、
これによって図６Ａに示すように、車両の現在位置等の注目点に関する情報を取得する（
Ｓ４６）。また方位取得部６４から方位を取得する。なお方位として、運転手が入力した
方位を取込んで取得してもよい（Ｓ４７）。そして注目点と方位から表示領域の算出を表
示領域算出部６５によって行なう（Ｓ４８）。そして地図の対象データの検索を地図デー
タ検索部６６が地図データベース６７を用いて行なうようにし（Ｓ４９）、これによって
表示部１８が表示する地図を生成する（Ｓ５０）。
【００４０】
　次に特徴を付与するかどうかの判断を行なう（Ｓ５１）。特徴の付与は、交差点や目立
つ目印、特徴ある建造物等の画像であって、このような画像を付与するかどうかを予め入
力しておくことにより、特徴を付与するかどうかが決定される。特徴を付与する場合には
、対象領域の特徴データを表示データ読込み部６８が特徴データデータベース６９から検
索し（Ｓ５２）、これによって表示データ読込み部６８が地図データ検索部６６が生成し
た地図の上に特徴の重畳を行なう（Ｓ５４）。従ってこの場合には、特徴が重畳された地
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図が表示部１８で表示されることになる。なお特徴を付与しない場合には（Ｓ５１におい
てＮＯの判断）、通常の地図を表示する。
【００４１】
　さらにこのカーナビゲーション装置６２は、運送作業のための経路案内を行なう。この
経路案内は、事務所コンピュータ２７から車載コンピュータ４５に転送された運送業務に
関するデータから、とくに運送作業を開始する地点と終了する地点に関する情報を取得し
、このような情報に基づいて経路の案内を行なうものであって、その動作は図６Ｂに示さ
れる。すなわち車載コンピュータ４５から通信部５５を介してカーナビゲーション装置６
２の方位取得部６４に対して積荷地点または荷卸し地点の位置情報が転送され、これによ
って方位取得部６４は積荷地点または荷卸し地点の位置情報を取得する。このような位置
情報に基づいて、カーナビゲーション装置６２の表示領域算出部６５が案内経路の演算を
行ない、その出力を地図データ検索部６６を介して表示データ読込み部６８に供給する。
従ってカーナビゲーション装置６２の表示部１８に表示される地図上において、積荷地点
または荷卸し地点への経路案内が行なわれる。
【００４２】
　次に車載パソコン４５によって行なわれる料金の計算動作について説明する。この料金
の計算動作は、１回毎の運送作業が終る度毎に図７に示すフローチャートに基づいて行な
われる。料金の計算は、作業が終了したかどうかの判断を行ない（Ｓ６０）、次に図１４
に示す画面における清算釦９０が押されたかどうかの判断によって行なわれる。清算釦９
０が押された場合には（Ｓ６１）、運送作業の開始地点の情報の転送を行なう（Ｓ６２）
。次いで開始時間情報の転送を行なう（Ｓ６３）。次に終了地点情報の転送を行なう（Ｓ
６４）。さらに終了時間情報の転送を行なう（Ｓ６５）。次に加算条件の転送を行なう（
Ｓ６６）。さらに減算条件の転送を行なう（Ｓ６７）。その後に料金の計算が行なわれ（
Ｓ６８）、出力部５３によって出力表示が行なわれる（Ｓ６９）。この後に領収書の要求
がある場合には（Ｓ７０におけるＹＥＳの条件）領収書の印刷を、領収書発行用プリンタ
２０（図１～３参照）によって行なう（Ｓ７１）。すなわち領収書の発行までの料金の計
算に関する動作が総て自動的に行なわれることになる。
【００４３】
　図７に示すフローチャートによって行なわれる料金の計算の際に、超過料金の加算が行
なわれる。この動作は図８に示される。すなわち車載パソコン４５のＣＰＵ４６にはＲＯ
Ｍ４７から基本料金のデータが読込まれてその設定が行われる（Ｓ７５）。そして次に運
送作業の開始から終了までの時間が２時間を超えたかどうかの判断が行なわれ（Ｓ７６）
、ここで条件が成立した場合には１０分毎に８００円の加算がなされる（Ｓ７７）。さら
にこの料金の計算においては、距離の加算が行なわれ、運送距離が２０ｋｍを超えたかど
うかの判断がなされる（Ｓ７８）。そして２０ｋｍを超える条件の場合には、１ｋｍ超過
毎に２００円の加算がなされる（Ｓ７９）。従ってこのような料金の加算によって、適正
な運送料とすることが可能になる。
【００４４】
　次にその日の総ての作業を終了した場合には、その小型トラックに搭載されている車載
パソコン４５から事務所コンピュータ２７にデータが転送され、これによって日報の作成
が行なわれる。日報の作成は図９に示すように、本日の作業終了釦１０２が押されたかど
うかの判断によって行なわれる（Ｓ８５）。この釦１０２は、図１９に示される。そして
本日の作業終了釦１０２が押された場合には、作業開始位置、終了位置の位置情報が転送
される（Ｓ８６）。次いで作業時間情報の転送が行われる（Ｓ８７）。さらに料金情報転
送が行なわれる（Ｓ８８）。さらに関連事項情報の転送が行なわれる（Ｓ８９）。そして
この後に、作業内容をデータベースに書込む（Ｓ９０）。これによって１回の運送作業に
関するデータの転送を完了する。なおこのときに転送完了のフラグをセットする。
【００４５】
　この後に他の作業があるかどうかの判断を行なう（Ｓ９１）。そして他の作業がある場
合には、再び同じように情報の転送動作を繰返す。このような情報の転送動作を、運送作
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業の回数分繰返す。全運送作業に関する情報の転送が終了した後に、日報の作成が事務所
パソコン２７によって行なわれる。この動作は、車載パソコン４５から転送されたデータ
を基に、事務所パソコン２７のＣＰＵ２８による情報処理動作によって行なわれ、この後
にハードディスク等の記憶部３６に書込まれる（Ｓ９２、Ｓ９３参照）。さらに必要に応
じて、事務所パソコン２７の出力部３５を構成するプリンタによって日報を出力する（Ｓ
９４）。これによって日報の作成動作が行なわれる。
【００４６】
　このような運送業務は、それぞれの運送作業の終了時点において自動的に料金の計算が
なされ、運送代金の授受が行なわれる。しかも料金の算出が正確に行なわれ、運転手によ
る料金のばらつきがなくなって明瞭な料金で運送業務を引受けることができる。また領収
書が車載パソコン４５のプリンタ２０によって出力されるために、運転手が領収書を手で
書いて発行する面倒さから解放される。またその日の作業を終了したならば、車載パソコ
ン４５の入力部５２の操作によって、事務所パソコン２７にその日の業務に関する全デー
タが転送され、事務所パソコン２７によって日報が自動的に作成される。従って事務所へ
帰った後に運転手が日報を作成する煩雑さから解放される。
【００４７】
　以上本願発明を図示の一実施の形態によって説明したが、本願発明は上記実施の形態に
よって限定されることなく、本願発明の技術的思想の範囲内において各種の変更が可能で
ある。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本願発明は、比較的小規模な引越しや事務所の一部の荷物の移動等の小口の運送に用い
て好適な運送業務支援システムとして利用することができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１０　ダッシュパネル
　１１　インストルメントパネル
　１２　速度計
　１３　回転計
　１４　カーオーディオ装置
　１５　吹出口
　１８　表示パネル（カーナビ用）
　１９　表示パネル（車載パソコン）
　２０　プリンタ（領収書発行用）
　２１　吹出口
　２２　凹部
　２７　事務所パソコン
　２８　ＣＰＵ
　２９　ＲＯＭ
　３０　ＲＡＭ
　３２　バス
　３３　入出力インターフェース
　３４　入力部
　３５　出力部
　３６　記憶部
　３７　通信部
　３８　通信ネットワーク
　３９　ドライブ
　４０　リムーバブルディスク
　４５　車載パソコン
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　４６　ＣＰＵ
　４７　ＲＯＭ
　４８　ＲＡＭ
　５０　バス
　５１　入出力インターフェース
　５２　入力部
　５３　出力部
　５４　記憶部
　５５　通信部
　５６　ドライブ
　５７　リムーバブルディスク
　６２　カーナビゲーション装置
　６３　注目点取得部
　６４　方位取得部
　６５　表示領域算出部
　６６　地図データ検索部
　６７　地図データデータベース
　６８　表示データ読込み部
　６９　特徴データデータベース
　７１　ＧＰＳ衛星
　７２　車速パルス発生部
　８０　データ受信釦
　８１　データ送信釦
　８２　カーナビと同期する釦
　８３　出発釦
　８４　戻る釦
　８５　作業開始釦
　８６　積込終了・移動釦
　８７　到着・荷卸開始釦
　８８　休憩釦
　８９　戻る釦
　９０　清算釦
　９１　休憩釦
　９２　帰路釦
　９３　お預かり釦
　９４　ＥＴＣ釦
　９６　空車釦
　９７　次へ釦
　９８　休憩釦
　９９　帰路釦
　１００　休憩終了釦
　１０１　帰路釦
　１０２　本日の作業終了釦
　１０３　休憩釦
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